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あらまし  

オンラインサービスの利便性向上のため，オンライン

でできる手続きや取引の種類が拡大している．送金等の

重要な取引では取引相手が実在し，氏名等が正しい情報

であるかをオンライン上で確認する本人確認が求められ

る．2018年に改正・施行された「犯罪による収益の移転

防止に関する法律」において，新たな非対面での身元確

認手法が規定された．この改定を受け，本人確認書類及

び本人画像を送付することにより，オンラインで身元確

認を行う銀行が増加しており，ユーザの利便性向上に大

きく寄与している[1]．一方で，画像送信による手法は画

像の一致性の精度や OCR の精度等，セキュリティ上の

不安が指摘されている[2]．電子証明書を用いた電子署名

による手法は失敗率の低さや安全性の観点で優れており，

2021 年 12 月現在，公的個人認証サービス（JPKI）と

認定認証業務に基づく2種類が規定されている．しかし

ながら，画像送信による手法と比べるとその利用事例は

少ない[1]． 

そこで，本論文ではこれらの電子証明書を複数の観点

で比較・分析することで，利用が進まない要因を考察す

る．観点の一つとして法律上の比較を行う．JPKI を規

定する「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機

構の認証業務に関する法律」と認定認証業務を規定する

「電子署名及び認証業務に関する法律」それぞれに対し

て，各項目が法的に規定されているかを比較した結果を
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表１に示す．JPKI では住民票の内容に紐づく電子証明

書を取り扱うことから，電子署名及び電子証明書を検証

する組織（検証者）に対する手続きが規定されているこ

とがわかる．  

その他の各種比較結果を踏まえて，それぞれの相違点

と各証明書が求められるケースを検証する．最後に，こ

れら電子証明書の更なる活用に向けて，オンラインサー

ビスにおける電子証明書を用いたユーザ認証の仕組みを

検討する． 
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表１ JPKI と認定認証業務の法律上の比較 

項目 JPKI 認定認証業務 

電子証明書の格納先 ✓ ― 

安全性基準 ✓ ✓ 

発行時の本人確認 ✓ ✓ 

証明者の証明範囲 ✓ ✓ 

検証に必要なコスト ✓ ― 

検証者に必要な手続き ✓ ― 

検証者が利用できる範囲 ✓ ― 

✓：法的に規定あり，―：法的な規定なし 


